
１　登録に関すること

質問内容

1 　A登録とB登録の違いは何でしょうか。

2
　B登録の場合、何名程度が令和６年（2024年）４月１日の採用とならないのでしょう
か。

3
　B登録の場合、令和6年（2024年）４月１日に採用となるかならないかはいつわかるの
でしょうか。

4
　採用の連絡は、北海道教育委員会から連絡が来るのでしょうか。それともこちらから北
海道教育委員会に連絡をしなければならないのでしょうか。

5
　採用となる時期の希望は聞いてもらえるのでしょうか。（例えば、令和６年４月１日で
はなく、令和７年４月１日での採用を希望することは可能なのでしょうか。）

6
　現在、他の仕事をしております。
　令和６年３月上旬に「令和６年（2024年）４月１日に採用となる」旨の連絡を受けて
断った場合、どうなるでしょうか。

7
　令和６年３月上旬に「令和６年（2024年）４月１日に採用とはならない」旨連絡が
あった場合、その後どうなるのでしょうか。

8 　B登録の場合、令和７年（2024年）4月1日までに必ず採用となるのでしょうか。

9
　Ｂ登録で、令和６年（2024年）４月１日に採用とならなかった場合、いつ採用になる
かはわからないということでしょうか。
　その場合、他の仕事をしてもよいのでしょうか。

10
　年度中途の採用となる場合、採用日のどのくらい前に連絡がくるのでしょうか。
　他の仕事をしている場合、すぐにやめることが難しく、そのことを理由に断らなければ
ならない場合も考えられますが、採用候補者名簿から削除されるのでしょうか。

11
　令和６年（2024年）３月初旬に連絡を受け、令和６年（2024年）４月１日採用とな
らなかった場合、仕事を探すのが大変だと思うのですが、採用までの間、期限付教員（臨
時的任用教職員）として働ける学校を紹介していただくことは可能でしょうか。

12
　B登録で令和６年（2024年）４月１日に採用とならなかった場合は、もう一度受検し直
す必要があるのでしょうか。

13 　採用者面接について、実施される場合、いつ頃のご予定でしょうか。

14 　赴任先（14管内）の希望はとるのでしょうかか。
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２　住居・引っ越しに関すること

質問内容

15 　採用の連絡が来てから、赴任までどれくらいの期間があるのでしょうか。

16
　採用の連絡が来て勤務する学校が決まりましたが、採用日前に引越をしてよいのでしょ
うか。

17
　教員住宅は必ずあるのでしょうか。
　また、ない場合は、どのように住居を探したら良いのでしょうか。

18 　引越の費用は支給されるのでしょうか。

19 　居住する家賃の補助は支給されるのでしょうか。

３　その他

質問内容

20 　教員免許はいつまでに取得する必要があるでしょうか。

21 　暖房手当はありますか。

22 　自動車の運転免許を持っていないのですがこのままで生活できるか不安です。

23 　初任校及びその後の勤続校から転勤する年数の目安は何年ぐらいでしょうか。

24
　大学院への進学のため、登録期間を１年間延長した場合、いつまで延長が可能なので
しょうか。（令和７年（202５年）４月１日まででしょうか。それとも令和８年（2026
年）4月1日まででしょうか。）

25
　採用後働く中で別の校種へ異動したくなった場合（例えば小学校から中学校、中学校か
ら高校）、選考検査を受け直さずとも、異動できるのでしょうか。

26 　初任給はいくらになりますか。

27 　採用に際して相談できる場所はありますか。



1 　A登録とB登録の違いは何でしょうか。

・Ａ登録とは令和６年（2024年）４月１日に採用を予定する登録であり、Ｂ登録
とは令和６年（2024年）４月１日以降の採用を予定する者の登録です。
　違いは採用の時期のみであり、どちらも教員採用候補者選考検査に合格したこと
に違いはありません。

2
　B登録の場合、何名程度が令和６年（2024年）４月１日の採用とならないので
しょうか。

・人数がどの程度になるかはお答えすることはできませんが、Ｂ登録の方も、令和
６年（2024年）４月１日に採用することを基本として考えております。

3
　B登録の場合、令和６年（2023年）４月１日に採用となるかならないかはいつ
わかるのでしょうか。

・令和６年（2024年）４月１日に採用とならない場合は、小・中学校については
令和６年（2024年）３月６日（水）～７日（木）、高校・特別支援学校の場合は
令和６年（2024年）３月５日（火）に、北海道教育委員会から連絡することを予
定しています。

4
　採用の連絡は、北海道教育委員会から連絡が来るのでしょうか。それともこちら
から北海道教育委員会に連絡をしなければならないのでしょうか。

・小学校又は中学校に採用となる方についてはこちら（北海道教育委員会）から登
録者の方に電話連絡をします。
　高等学校又は特別支援学校に採用となる方については、登録者の方から北海道教
育委員会に電話連絡をしていただく必要があります。なお、登録者の方から北海道
教育委員会に電話をする時間については、２月上旬郵送予定の文書にてお知らせし
ます。

5
　採用となる時期の希望は聞いてもらえるのでしょうか。（例えば、令和６年４月
１日ではなく、令和７年４月１日での採用を希望することは可能なのでしょう
か。）

・採用時期の希望は聞いておりません。



6
　現在、他の仕事をしております。
　令和６年３月上旬に「令和６年（2024年）４月１日に採用となる」旨の連絡を
受けて断った場合、どうなるでしょうか。

・採用候補者名簿から削除となりますので、令和６年４月１日から北海道の教員と
して働くことができるよう準備を進めていただくようお願いします。

7
　令和６年３月上旬に「令和６年（2024年）４月１日に採用とはならない」旨連
絡があった場合、その後どうなるのでしょうか。

・令和６年（2024年）４月１日に採用とならなかった場合、採用候補者名簿の有
効期限である令和７年（2025年）４月１日までのいずれかの時期での採用となり
ます。

8
　B登録の場合、令和７年（2025年）4月1日までに必ず採用となるのでしょう
か。

・必ず令和７年（2025年）４月１日までに採用となりますのでご安心ください。

9
　Ｂ登録で、令和６年（2024年）４月１日に採用とならなかった場合、いつ採用
になるかはわからないということでしょうか。
　その場合、他の仕事をしてもよいのでしょうか。

・申し訳ありませんがいつ採用となるかはわかりません。
　採用となるまでの間、他の仕事をしていただくことは可能です。

10

　年度中途の採用となる場合、採用日のどのくらい前に連絡がくるのでしょうか。
　他の仕事をしている場合、すぐにやめることが難しく、そのことを理由に断らな
ければならない場合も考えられますが、採用候補者名簿から削除されるのでしょう
か。

・採用の何日前に連絡があるかをお示しすることは難しいですが、年度中途から勤
務できないか連絡を受けた際、他の仕事をしておりすぐに勤務できないことを理由
に断ったとしても、採用候補者名簿から削除はされません。※４月１日の採用であ
る質問６とは異なりますので留意願います。
　その場合には、令和７年（2025年）４月１日までの間に、再度採用の連絡をい
たします。
　ただし、年度中途から勤務できないか連絡を受け、勤務できる旨回答し、赴任場
所を示されてから、その場所には行けないという理由で断る場合は、採用候補者名
簿から削除となります。
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　令和６年（2024年）３月初旬に連絡を受け、令和６年（2024年）４月１日採
用とならなかった場合、仕事を探すのが大変だと思うのですが、採用までの間、期
限付教員（臨時的任用教職員）として働ける学校を紹介していただくことは可能で
しょうか。

・可能な限り期限付教諭（正規教員ではなく、期限を定めて任用する教員）として
働ける学校を紹介したいと考えております。
　その場合、登録された学校種とは異なる学校種となることがあります。（中学校
や高校教諭登録の方に小学校での勤務を紹介する　など）

12
　B登録で令和６年（2024年）４月１日に採用とならなかった場合は、もう一度
受検し直す必要があるのでしょうか。

・その必要はありません。

13 　採用者面接について、実施される場合、いつ頃のご予定でしょうか。

・いわゆる採用者面接（登録者に対して、配置希望等をおうかがいする面接）は実
施しておりません。

14 　赴任先（14管内）の希望はとるのでしょうか。

・赴任先の希望はおうかがいしておりません。



15 　採用の連絡が来てから、赴任までどれくらいの期間があるのでしょうか。

・令和６年（2024年）４月１日採用の場合は次のとおりとなります。
　①　小・中学校は、令和６年（2024年）３月４日（月）～７日（木）
　　　高校・特別支援学校は、令和６年（2024年）３月５日（火）に連絡
　　します。（日付は予定）
　②　①の連絡があった後、数日の内に、小中学校の場合は勤務する学校が
　　ある市町村教育委員会から、高校・特別支援学校の場合は勤務する
　　学校の職員から連絡があります。
　　　その際には、公宅（教員住宅）があるか、ない場合どのように住居を
　　探したらよいか、いつから学校に勤務したらよいか、引越はいつしたら
　　よいか、など勤務するに当たって気になることをよく打ち合わせしてく
　　ださい。
　③　引越が必要な場合は、引越業者の手配などの準備をします。
　　　引越業者の手配などはご自分でしていただきます。
　④　勤務校での勤務開始
　　　勤務開始時期は②の際に、市町村教育委員会（又は学校）によく確認
　　してください。

16
　採用の連絡が来て勤務する学校が決まりましたが、採用日前に引越をしてよいの
でしょうか。

・採用日前に引越を行うことは可能です。
　ただし、採用日前の赴任のための旅行は、公務災害の対象となりませんので注意
してください。

17
　教員住宅は必ずあるのでしょうか。
　また、ない場合は、どのように住居を探したら良いのでしょうか。

・それぞれの学校・市町村で状況が異なりますので、教員住宅があるか、また、
あっても入居できるかどうかは、勤務する学校がある市町村教育委員会（又は勤務
校）に確認してください。

18 　引越の費用は支給されるのでしょうか。

・赴任に当たり転居をした場合は、赴任旅費が支給されます。
　赴任旅費については別添「新採用職員の方へ　－赴任旅費についてのお知らせ
－」を確認してください。



19 　居住する家賃の補助は支給されるのでしょうか。

・民間の住宅を借りて住む場合には、その家賃に応じて住居手当が支給されます。
　給与・手当については次のサイトで確認してください。
　なお、公宅（教員住宅）に住む場合には住居手当は支給されません。

【教職員の給与のあらまし】

https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kjc/79477.html

20 　教員免許はいつまでに取得する必要があるでしょうか。

・受検教科の免許状（登録調整により、受検教科と登録となった学校種・教科が異
なる場合は、登録となった学校種・教科の免許状）を令和６年（2024年）３月31
日までに取得していただく必要があります。
　なお、取得できない場合は採用候補者名簿から削除となりますので気をつけてく
ださい。

21 　暖房手当はありますか。

・暖房手当という名称の手当はありませんが、毎年11月から３月まで一定額が支給
される寒冷地手当というものがあります。
　給与・手当については次のサイトで確認してください。

【教職員の給与のあらまし】

https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kjc/79477.html

22 　自動車の運転免許を持っていないのですがこのままで生活できるか不安です。

・運転免許があると便利かと思いますが、運転免許を所有していない方もいらっ
しゃいますし、北海道に来てからでも運転免許の取得は可能と考えます。

23 　初任校及びその後の勤続校から転勤する年数の目安は何年ぐらいでしょうか。

・初任校から転勤する年数は概ね４年ですが、その後の勤務校から転勤する年数
は、学校種（小・中・高・特別支援）、地域、学校規模などによって異なるため一
概にお示しすることは難しいです。



24
　大学院への進学のため、登録期間を１年間延長した場合、いつまで延長が可能な
のでしょうか。（令和７年（202５年）４月１日まででしょうか。それとも令和８
年（2026年）4月1日まででしょうか。）

・採用候補者名簿の有効期限は令和７年（2025年）４月１日まであり、それを１
年間延長しますので、採用候補者名簿の有効期限は令和８年（2026年）４月１日
までとなります。

25
　採用後働く中で別の校種へ異動したくなった場合（例えば小学校から中学校、中
学校から高校）、選考検査を受け直さずとも、異動できるのでしょうか。

・再度、選考検査を受けなくとも、異動を希望することは可能です。
　ただし、希望どおり異動できるとは限りません。

26 　初任給はいくらになりますか。

　教員の給料は、給料月額（基本給）に、教職調整額、義務教育等教員特別手当、
給料の調整額（該当者のみ）をあわせた金額であり、令和５年度（２０２３年度）
の新卒者の初任給は次のとおりです。
　教員は、その職務の特殊性などから、北海道が任命する他の地方公務員と比べ、
給料面で優遇されています。
　なお、高等学校卒業以降に教員として有用な経験がある場合は、一定の基準によ
り初任給が加算されます。

27 　採用に際して相談できる場所はありますか。

・採用に関して相談したいことがありましたら、教職員課教員選考検査係（011-
204-5726）まで連絡願います。



                            （令和６年２月版） 

新規採用職員の方へ 

― 赴任旅費についてのお知らせ ― 
 

1 
 

学校職員向け 

・ 新たに学校職員として採用され、採用に伴い転居された方には、下記の赴任旅費が支給され

ます。ただし、採用日前の赴任旅行に係る災害・事故等については、公務

災害の対象外となりますので注意してください。 
なお、転居を伴わないときは、赴任旅費は支給されません。 

  ※ 扶養親族が共に転居する場合は、扶養親族移転料が加算されます。 

 

・ 赴任旅費は、交通費や引越料金（上限の範囲内でオプション料金を除いたもの）など、規定

に基づき計算した額での支給となりますので、赴任に要した経費全額が必ず支給

されるものではありません。 

・ なお、勤務校決定前に実家等に転居した場合は、実家等から勤務校ま
での赴任旅費が支給されることとなりますので、ご注意ください。 
 

※例：東京在住の方が、室蘭市立室蘭西中学校（室蘭市）勤務となった場合（P２旅行例②参照） 

○ 勤務校決定前に、東京都から札幌市の実家に転居し、室蘭市立室蘭西中学校（室蘭市）に

赴任した場合（要注意パターン） 
 

赴任旅費の支給範囲 → 札幌市～室蘭市 

（※東京～札幌間の移動に係る経費は、支給されません。） 
 
○ 勤務校決定後に、東京都から室蘭市立室蘭西中学校（室蘭市）に赴任した場合 

 
赴任旅費の支給範囲 → 東京都～室蘭市 

 

Ⅰ 出頭旅費 
・ 出頭旅費は、赴任に係る旅行を行った場合に、居住地（勤務校が決まった時に住んでいたと

ころ。以下同じ。）から勤務校までの行程に応じて、下記のように計算して支給されます。 

・ 転居を伴わない場合は、出頭旅費は支給されません。 

 

（１）交通機関を利用する場合 
  旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法（※）により旅行した場合の旅費により計算

することとされています。 

  ※ 最も経済的な通常の経路及び方法とは、社会一般的に利用する経路及び方法（明らかに少数派

の経路及び方法を除く。）が複数ある場合に、金額や所要時間、移動の利便性等を総合的に勘案し

て選択した経路をいいます。 

■ 赴任旅費とは 

赴任旅費のしくみ（詳細は４ページ以降を参照） 
出頭旅費 ＋ 移転料 ＋ 移転雑費 ＋ 着後宿泊料 （＋扶養親族移転料※） 
（交通費等）  （引越料金）  （諸経費） （赴任後の宿泊料金） (扶養親族の交通費等) 
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・ 旅行例① 一般的なパターン（札幌市から函館市立中央小学校（函館市）へ赴任） 

【居住地】札幌市中央区  

【勤務校】函館市立中央小学校（函館市美原） 

【移動方法】JR（札幌～五稜郭）＋バス（五稜郭駅前～中央小前）  

【解説】・札幌～函館間の公共交通機関は、JR、バス、航空機がありますが、この区

間で一般的に利用される公共交通機関は、「JR」となります。 

・そのため、交通費は、JR 料金（札幌～五稜郭間）9,440 円の支給となりま

す。（＜内訳＞運賃 6,270 円、指定席特急料金 3,170 円） 

    ※JR のグリーン車を利用した場合でも、支給される交通費は、JR の運賃と

指定席特急料金（9,440 円）となるため、この金額を超える額（特別車両料

金）は私費負担となります。 

    ・五稜郭駅前～函館市立中央小学校間で、一般的に利用されている公共交通機

関は「バス」となり、交通費は、バス料金（五稜郭駅前～中央小前間）270

円の支給となります。 

【旅費総額】 

 ・出頭旅費（交通費＋旅行雑費）  10,810 円 

 ・移転料       実費（仮定 190,000 円） 

 ・移転雑費                       24,000 円 

 

・ 旅行例② 私事滞在地からの旅行のパターン（実家等に転居した後、勤務校へ赴任した場合） 

（東京都居住者が勤務校決定前に実家（札幌市）へ転居し、室蘭市立室蘭西中学校（室

蘭市）に赴任） 

【居住地】東京都→札幌市（実家）→室蘭市 

【勤務校】室蘭市立室蘭西中学校（室蘭市） 

【移動方法】飛行機（東京～札幌）＋JR（札幌～室蘭） 

【計算】・勤務校決定前に実家等へ転居していた場合、実家等を居住地として出頭旅費

等を計算するため、当初の居住地（東京都）から実家（札幌市）への転居に

係る経費は、支給されません。 

・札幌～室蘭間の公共交通機関は、JR、バスがありますが、この区間で一般

的に利用される公共交通機関は、「JR」となります。 

・そのため、交通費は、JR 料金（札幌～室蘭間）5,220 円の支給となりま

す。（＜内訳＞運賃 2,860 円、指定席特急料金 2,360 円） 

【旅費総額（一般的な例）】  

 ・出頭旅費（交通費＋旅行雑費）    6,320 円 

 ・移転料       実費（仮定 150,000 円） 

 ・移転雑費                       24,000 円 

  ※ 勤務校決定前に実家（札幌市）に転居し、採用日以降、実家から勤務校に通勤する場合

は、採用に伴って転居しておらず、単なる通勤であるため、赴任旅費は支給されません。 

 

 

 

（２）自家用車を利用する場合 
   自家用車を利用して赴任した場合であっても、上記「（１）交通機関を利用する場合」と

同様に、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算 すること

となります。 

総額：224,810 円 

総額：180,320 円 

※市町村立の学校に採用された場合、自家用車の利用が

できるかどうかは市町村によって異なるため、必ず勤務

校の担当者に確認してください。 
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※ ただし、自家用車を利用して赴任する場合は、実際に利用する日が、採用日前か、採用

日以後かで、次のとおり取扱いが異なりますので注意してください。 

 

■ 採用日前 （勤務校決定後～3／31 まで）→申し出や手続きは不要 

■ 採用日以後（４／１～実際の着任日） 

→ 事前に自動車使用申出書を勤務校の担当者に提出し、承認を受ける 
必要があります（市町村によっては、利用できない場合があります）。 
自家用車が利用できない場合や、使用する自家用車の所有者や任意保険の加入 

状況などの要件がある場合があるので、勤務校の担当者にご確認ください。 

    なお、採用日前の赴任のための旅行は、公務災害の対象にはなりませんの
で注意してください。 

    また、採用日以後の赴任のための旅行は、例え休日の移動であっても公務
出張と同じですので、職員としての自覚をもった行動を心掛けるようにして
ください。 

 

Ⅱ 移転料 
・ 移転料は、勤務校決定後に、居住地から勤務校までの採用に伴う住居移転が行われた場合に、

引越料金にあてる経費として支給されますが、原則として５ページに記載の上限額の範囲内

で、引越料金の実費を支給するものです。 

・ 出頭旅費と同様に、勤務校決定前に実家等に転居をしていた場合、私事旅行に係

る部分（勤務校決定前の居住地から実家等）の移転料は支給されません。 

・  転居を伴わないときは、移転料は支給されません。 
 
 
（１）引越業者（貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第２条第１項に

規定する貨物自動車運送事業を経営する者）を利用して転居する場合 
・ 上限額の範囲内で引越料金（オプション料金等（※１）は除きます。）の実費が支給され

ます。ただし、引越料金が 50,000 円未満のときは、50,000 円の定額が支給されます。 

 ・ 移転料として支給される引越料金は１回分に限ります。たとえば、勤務校決定後、新居に

入居できるまでの間、実家に家財を輸送し、新居に入居できるようになってから新居へ再度

家財を輸送するなど、２回以上に分けて引越を行った場合は、いずれか一方の引越料金を支

給することとなります。 
 

・ ４月当初など引越が集中する時期は、引越料金が高騰します。引越にあたっては、必ず

下記の手順により引越料金や日時を十分に比較検討し、より安価な業者を選定

してください。（旅費の請求にあたって、添付が必要です。） 

  ① 必ず複数の引越業者から見積書を徴取（※２） 

※ 上限額を超える転居の場合は、３者以上の引越業者から見積書を徴取してください。 

  ② オプション料金等（※１）を除いた料金で比較し、最も安価な業者を選定 

  ③ 領収書を受理（※３） 

※１ オプション料金等 

  生活用品の梱包・開梱作業料、清掃作業料、特殊品（ピアノ、自動車等）の運送料、家

電の取付・リサイクル・廃棄料金等、移転に付帯して行われる作業にかかる経費と、これ

らの費用に係る消費税等の額をいいます。 
 
※２ 見積書の徴取 

 ・ 見積書は引越業者の様式で構いません。ただし、オプション料金等は実費支給の対象と
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なりませんので、必ず内訳を確認できる見積書をもらってください。引越業者の見積書で

は内訳を確認できない場合は、指定様式（＊）で内訳の証明をもらう必要があります。 

 ・ 訪問見積りに対応してくれる業者がないときは、電話等による聴き取りも可能としま

す。その場合は、指定様式（＊）により内容を申し出る必要がありますので、詳細な金額

の内訳や業者の担当者名等を記録しておいてください。 

 ・ 赴任旅費の請求時にすべての見積書の添付が必要ですので、紛失しないよう注意してく

ださい。 

・ 赴任旅費制度上の引越業者とは、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第２

条第１項に規定する貨物自動車運送事業を経営する者となりますので、事前に確認してく

ださい。 

※３ 領収書の受理 

  見積書の金額と領収書の金額が異なるときは、領収書の内訳について、指定様式（＊）

にて引越業者に証明してもらう必要がありますので、金額に変更が生じていないか必ず確

認してください。 
 

（＊）指定様式等については、勤務校の担当者にご確認ください。 
 

 

（２）引越業者を利用せずに転居する場合 
  引越業者を利用せずに転居する場合は、50,000 円の定額が支給されます。 

 

■ 赴任旅費の内訳について 
項  目 支    給    額 

出 

頭 

旅 
費
（ 

交 

通 

費 

等 

） 

鉄道賃 

旅客運賃について、実費支給。 

※ 特急料金は 50km 以上、座席指定料金は 100 ㎞以上

の場合に支給。 

＜注意＞ 

左記のうち、最も経

済的な通常の経路及び

方法により旅行した場

合の旅費が支給されま

す。 

実際に使用した交通

機関に係る交通費が必

ず支給されるわけでは

ありません。 

詳しくは「Ⅰ 出頭旅

費」をご参照ください。 

船 賃 

旅客運賃について、実費支給。 

※ 運賃の等級を３階級に区分する船舶のときは、中級以

下の運賃を上限に実費を支給、２階級に区分する船舶の

ときは、下級の運賃を支給。 

航空賃 

旅客運賃及び旅客取扱施設利用料等について、実費

支給。 

※ 座席に応じて旅客運賃の等級が区分されている便を

利用する場合は、最下級の区分に係る旅客運賃の額が上

限。 

※ 東京－札幌間については、AIR DO の普通運賃の額に

旅客取扱施設利用料 740 円を加えた額が上限。 

【必要書類】 

領収書など、実費が分かる書類（搭乗者氏名、搭乗

日、搭乗区間、旅客運賃等が分かるものに限る。） 

車 賃 ・バス、市電等の場合について、運賃の実費を支給。 
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旅行雑費 

１日につき定額１，１００円 

※ 途中で宿泊を要するときは、１泊２日となることから、２日分の２，２００円を

支給（１日につき 1,100 円を加算）。 

※ 赴任に係る行程（移動距離）が 100km 未満で１日日程の旅行の場合は支給し

ない。 

出 

頭 

旅 

費
（
宿
泊
料
等
） 

宿泊料 
・ 

宿泊雑費 

やむを得ない事情による場合や最も経済的な通常の経路及び方法により旅

行した場合で、途中、宿泊を要するときに限り、次のとおり支給。 

宿泊料・・・・１泊につき９，８００円を上限に実費支給 

宿泊雑費・・・１泊につき１，１００円の定額支給 

※ 自家用車を利用して赴任し、宿泊を要した場合であっても、公共交通機関を利用

した場合に１日日程の旅行となる場合は、宿泊料を支給しない。 

【必要書類】 

宿泊の申出書及び宿泊施設の領収書（宿泊者氏名、宿泊期間及び宿泊料金

が明示されたもので、宛名は自身の氏名）又は宿泊証明書 

移 転 料 
（引越料金） 

＜引越業者（※）を利用して転居する場合＞ 

引越料金について、次の額を上限に実費支給。 

（オプション料金等を除く。） 

移転区分 上 限 額 備   考 

離島赴任 上限なし 
居住地と勤務校のいず
れかが離島 

道外赴任 558,000 円 
居住地と勤務校のいず
れかが道外 

道内赴任 374,000 円 
居住地と勤務校のいず
れも道内 

※１ 上限額を超えた場合、見積を 3 者以上徴収したも

のは、道外赴任 837,000 円、道内赴任 561,000 円

の範囲内で実費支給。 

※２ 引越料金が 50,000 円未満のときは、50,000 円

の定額支給。  

＜引越業者（※）を利用せずに転居する場合＞ 
 ５０，０００円 
【必要書類】 

住民票、移転費用等申出書、見積書又は移転費用等見
積書及び領収書又は移転費用等証明書 
※ 引越業者とは、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第

83 号）第２条第１項に規定する貨物自動車運送事業を経

営する者であること。 

＜注意＞ 
複数業者から見

積書を徴取し、最も
安価な業者を選定
する等、条件があり
ます。 

また、一部実費支
給の対象外となる
経費があります。 

詳しくは「Ⅱ 移
転料」を参照してく
ださい。 

移 転 雑 費 

（諸経費） 
２４，０００円 

着後宿泊料 

勤務校への赴任後、正当な理由により荷物の未着等のため新居住地に入居

できず、やむを得ず宿泊施設への宿泊を要した場合に限り、１泊につき９，

８００円を上限に実費を支給。 

【必要書類】領収書（宿泊者氏名、宿泊期間及び宿泊料金が明示されたもの

で、宛名は自身の氏名）又は宿泊証明書 
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扶養親族 

移転料 

扶養親族の 

交通費等 

扶養親族が共に転居する場合は、扶養親族の移転に要する経費として、職

員に支給される交通費等の額に対し、下記の額を支給。 

 
交通費 

（航空賃を除く） 

航空賃（※１） 

宿泊料 

着後宿泊料 

旅行雑費 

宿泊雑費 

移転雑費 

6 歳未満 
支給なし 

（※２） 
実費額 1/3 の額 

12 歳未満 １/２の額 実費額 1/3 の額 

12 歳以上 同額 実費額 ２/３の額 

※１ 職員に支給される航空賃の額を上限とする。 

※２ ６歳未満の子が３人以上共に転居する場合は、２人を超える者ごとに職員

に支給される鉄道賃と船賃の１/２の額を加算。 

※１ 上記表中に記載の【必要書類】は、旅行の行程の中で用意が必要な一例です。住民票等、

ほかに必要な書類等がありますので、詳細については、勤務校決定後に当該勤務校の担当者

にご確認ください。 

※２ 上記に記載の支給額等は令和６年２月時点のものですのでご注意ください。 

 

＜注意＞ 

赴任旅費については、皆さんの実際の赴任（引越し）状況などにより、

その支給内容が異なる場合もあります。 

また、赴任旅費制度の改正などにより、取扱いが変更となる場合もあり

ますので、不明な点については、勤務校決定後に当該勤務校の担当者にご

確認ください。 



（参考） 

 

通 勤 手 当 

単身赴任手当

採用に伴う各種手当の支給について 

 

令和６年４月１日付け採用に伴い転居する場合における手当の支給については、次のとおりとなりま

すので、留意してください。 

 
 

 
 

１ ４月１日までの間に新住居に入居する場合  

 ４月分から住居手当を支給します。【別紙の１－１参照】  

 

２ ４月２日以降に新住居に入居する場合 

５月分から住居手当を支給します。【別紙の２－１参照】 

ただし、４月２日以降に新住居に入居する場合であっても、４月１日以前に転居前の住宅を退去し、４

月１日から新住居を借り受け家賃を支払う場合は、原則として４月21日までの間に新住居への入居が完了

している場合に限り、４月１日を支給要件を具備した日として取り扱います。 

（４月分 ⇒ 新住居の家賃を基礎として支給します。【別紙の２－２参照】 

 

採用に伴い、原則として４月22日までの間に通勤職員である要件を具備するときは、４月１日を支給要件を具

備した日として取り扱います。（４月分の手当から支給します。） 

 

採用に伴い、原則として４月21日までの間に新たに単身赴任手当の支給要件を具備するときは、４月１日を支

給要件を具備した日として取り扱います。（４月分の手当から支給します。） 

 

 

・各種手当の支給要件や手続きの方法については、配属先の担当者に確認してください。 

・いずれの手当についても、事実の発生から30日以内に届出を行ってください。 

 ※ 届出が遅れると、支給の開始や増額の適用は、翌月以降からとなります。 
 

住 居 手 当 



別紙 

 

採用に伴う住居手当の取扱い（例） 
 

＜1－1＞ ４月１日に新住居に入居する場合 

4/1 4/2 4/3 

 

 

 

 

 

 

 

＜２－１＞ ４月２日に新住居に入居する場合 

4/1 4/2 4/3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜２－２＞ ４月１日までに旧住居を退去し同日に新住居の家賃を支払い、４月10日に入居する場合 

4/1 4/2 4/11 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 退  去 
支  払 

 

  

 

 
支払 
 

入居  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月分～  ⇒  新住居 の家賃を基礎に支給 

５月分～  ⇒  新住居の家賃を基礎に支給 

４月分～  ⇒  新住居の家賃を基礎に支給 

赴任旅行 

居住・支払 退去
支払 

支払 入居 居住 

※４月２日から勤務を開始（４月１日から４月９日まではホテルに宿泊） 


